
  

一 

令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第３０号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則 

 

一 

○ 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
八
条
第
四
項
の
方
法
を
定
め
る
規
則 

 
 

 

三 

○ 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

千
葉
県
庁
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

千
葉
県
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 

四 

○ 

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
等
に
関
す
る
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
等
を
廃
止 

 
 

 

 
 

す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

 
 

告 
 

示 

○ 

平
成
五
年
千
葉
県
告
示
第
八
百
二
十
七
号
等
を
廃
止
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

 
 

訓 
 

令 

○ 

千
葉
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

千
葉
県
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

千
葉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

○ 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

○ 

千
葉
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八 

規

則 

 

立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
号 

 
 

 

立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則 

 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
又
は
条
例
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
の
際
に
職
員
が
携
帯
す
る
そ
の
身
分

を
示
す
証
明
書
は
䣍
他
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
別
記
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

一 

児
童
福
祉
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
䥺
第
二
十
九
条 

 

二 

都
市
計
画
法
䥹
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
䥺
第
八
十
二
条
第
一
項 

 

三 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
䥹
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
䥺
第

五
条
第
一
項
䣍
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項 

 

四 

貸
金
業
法
䥹
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
䥺
第
二
十
四
条
の
六
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項 

 

五 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
十
二
年
法

律
第
五
十
七
号
䥺
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項 

 

六 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
䥺
第
八
条
の
二
第
一
項
䣍

第
九
条
第
一
項
䣍
第
九
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項 

 

七 

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号
䥺
第
三
十

七
条
第
一
項
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項 

 

八 

千
葉
県
立
自
然
公
園
条
例
䥹
昭
和
三
十
五
年
千
葉
県
条
例
第
十
五
号
䥺
第
十
五
条
第
一
項
䣍
第
二

十
二
条
第
二
項
䣍
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項 

 

九 

宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
四
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
号
䥺
第
十
三
条
第

一
項 

 

十 

千
葉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
䥹
昭
和
四
十
八
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
䥺
第
十
三
条
第
一
項
䥹
同
条

例
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺

及
び
第
二
十
八
条
第
一
項 

 

十
一 

千
葉
県
土
採
取
条
例
䥹
昭
和
四
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
䥺
第
十
七
条
第
一
項 

 

十
二 

ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
五
十
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
䥺
第
十
九
条
第
一
項 

 

十
三 

千
葉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
六
十
年
千
葉
県
条
例
第
十
九

号
䥺
第
十
四
条
第
二
項 

 

十
四 

千
葉
県
環
境
保
全
条
例
䥹
平
成
七
年
千
葉
県
条
例
第
三
号
䥺
第
三
十
七
条
第
一
項
䣍
第
五
十
四

条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
九
第
一
項 

 

十
五 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例

䥹
平
成
九
年
千
葉
県
条
例
第
十
二
号
䥺
第
二
十
八
条
第
一
項 

 

十
六 

千
葉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
䥹
平
成
十
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
六
号
䥺
第
六
十
四
条
第
一
項 

 

十
七 

千
葉
県
デ
䣵
䤀
ゼ
ル
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
粒
子
状
物
質
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る
条
例

䥹
平
成
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
二
号
䥺
第
十
五
条
第
一
項 

 

十
八 

千
葉
県
廃
棄
物
の
処
理
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
䥹
平
成
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
三
号
䥺
第

二
十
八
条
第
一
項 

 

十
九 

千
葉
県
プ
レ
ジ
䣺
䤀
ボ
䤀
ト
の
係
留
保
管
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
䥹
平
成
十
四
年
千
葉
県
条

例
第
四
十
一
号
䥺
第
十
条
第
三
項
䥹
同
条
例
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
䣎
䥺
及
び
第
十
一
条
第
一
項 

 

二
十 

千
葉
県
硫
酸
ピ
䣹
チ
の
生
成
の
禁
止
に
関
す
る
条
例
䥹
平
成
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
三
十
三

号
䥺
第
六
条
第
一
項 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第３０号 令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 
 

二
十
一 

千
葉
県
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
排
出
及
び
飛
散
の
抑
制
の
た
め
の
取
組
の
促
進
に
関
す
る
条

例
䥹
平
成
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
三
号
䥺
第
十
二
条
第
一
項 

 

 
二
十
二 

千
葉
県
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
䥹
平
成
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
七
十
二

号
䥺
第
三
十
五
条
第
一
項 

 

二
十
三 
千
葉
県
林
地
開
発
行
為
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
䥹
平
成
二
十
二
年
千
葉
県
条
例
第
四

号
䥺
第
二
十
六
条
第
一
項 

 

二
十
四 

千
葉
県
特
定
自
動
車
部
品
の
ヤ
䤀
ド
内
保
管
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
䥹
平
成
二
十
六
年

千
葉
県
条
例
第
五
十
五
号
䥺
第
十
一
条
第
一
項 

 

二
十
五 

千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
䥹
平
成
三
十
年
千
葉
県
条
例
第
四
十

五
号
䥺
第
十
四
条
第
一
項 

 
 

 

附 

則 

 

䥹
施
行
期
日
䥺 

１ 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

䥹
環
境
関
係
条
例
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特

例
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
䥺 

２ 

環
境
関
係
条
例
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特

例
に
関
す
る
規
則
䥹
令
和
四
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
二
号
䥺
は
䣍
廃
止
す
る
䣎 

 

䥹
経
過
措
置
䥺 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
環
境
関
係
条
例
に
基

づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
規

定
に
よ
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
䣍
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
身
分
を
示
す
証
明
書
と
み
な
す
䣎 

               

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

          
 

 
 

 

              
 

 

       
 

 
 

 

 
別

記
様

式
 

（
第
１
面
）
 

 

 
 

第
 
 
 
号
 
 立

入
検
査
等
を
す
る

職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
 

 
職

 
 
名
 

 
氏

 
 
名
 

 
生

年
月
日
 
 
 
年
 

 
月
 
 
日

生
 
 
 
 
 

 
 
 
 

写
 

 

真
 

 

 

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 

日
交
付
 
 

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 

日
限
り
有
効
 

  
 

 
千
葉
県
知
事
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
印
 

 

（
第
２
面
）
 

 

 
 
こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
下
表
に
掲
げ
る
法
令
の
条
項
の
う
ち
、
該
当
の
有
無
の
欄
に
丸
印
の
あ
 

 
る
法
令
の
条
項
に
よ
り
立
入
検
査
等
を
す
る
職
権
を
有
す
る
も
の
で
す
。
 

 

法
 
令
 
の
 
条
 

項
 

該
当
の
有
無
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
備
考
 

 
 
１
 
こ
の
証
明
書
は
、
用
紙
１
枚
で
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
 
２
 
法
令
の
条
項
の
欄
に
、
こ
の
証
明
書
を
使
用
し
て
行
う
立
入
検
査
等
に
係
る
法
令
の
条
項
を
記
載
 

 
 
 
す
る
こ
と
。
 

 
 
３
 
該
当
の
有
無
の
欄
に
、
立
入
検
査
等
を
す
る
職
権
を
有
す
る
場
合
は
「
○
」
を
、
有
し
な
い
場
合
 

 
 
 
は
「
－
」
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
４
 
記
載
す
る
法
令
の
条
項
の
数
に
応
じ
て
、
行
を
適
宜
追
加
す
る
こ
と
。
第
２
面
に
つ
い
て
は
、
そ
 

 
 
 
の
全
部
又
は
一
部
を
裏
面
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
５
 
裏
面
に
は
、
参
照
条
文
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 



  

三 

令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第３０号 
  

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
八
条
第
四
項
の
方
法
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
一
号 

 
 

 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
八
条
第
四
項
の
方
法
を
定
め
る
規
則 

 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
䥹
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
䥺
第
二
十
八
条
第
四
項
の

規
則
で
定
め
る
方
法
は
䣍
郵
便
切
手
又
は
知
事
が
定
め
る
こ
れ
に
類
す
る
証
票
で
納
付
す
る
方
法
と
す

る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
二
号 

 
 

 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則 

 

䥹
趣
旨
䥺 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
䣍
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
䥹
令
和
四
年
千
葉
県
条
例
第
三
十

七
号
䣎
以
下
䣓
条
例
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

䥹
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
簿
の
作
成
及
び
公
表
䥺 

第
二
条 

実
施
機
関
䥹
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
機
関
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
は
䣍
条
例

個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
䥹
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
を
い
う
䣎
以
下
同

じ
䣎
䥺
䥹
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ

ル
簿
䥹
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
簿
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
に
掲
載
し
な

い
も
の
を
除
く
䣎
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を
保
有
す
る
に
至
䣬
た
と
き
は
䣍
直
ち
に
䣍

条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
簿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
簿
は
䣍
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
る
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
を
通
じ
て

一
の
帳
簿
と
す
る
䣎 

３ 

実
施
機
関
は
䣍
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
簿
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
変
更
が
あ
䣬
た
と
き
は
䣍
直
ち

に
䣍
当
該
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
簿
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

 

４ 

実
施
機
関
は
䣍
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
簿
に
掲
載
し
た
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
の
保
有
を
や
め

た
と
き
䣍
又
は
そ
の
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
が
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
十
五
年
法

律
第
五
十
七
号
䣎
以
下
䣓
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
七
十
四
条
第
二
項
第
九
号
に
該
当
し
な
く
な
䣬
た
と
き

は
䣍
遅
滞
な
く
䣍
当
該
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
に
つ
い
て
の
記
載
を
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

５ 

実
施
機
関
は
䣍
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
簿
を
作
成
し
た
と
き
は
䣍
遅
滞
な
く
䣍
こ
れ
を
備
え
置
い

て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
䣍
イ
ン
タ
䤀
ネ
䣹
ト
の
利
用
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用

す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

 

６ 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
䣎 

 

 

一 

法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
に
係
る
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
又
は
同
項
第
二
号
に
係
る
条
例
個

人
情
報
フ
䣴
イ
ル
の
別 

 

 

二 

法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
に
係
る
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
に
つ
い
て
䣍
次
項
に
規
定
す
る
条

例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
が
あ
る
と
き
は
䣍
そ
の
旨 

 

７ 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
は
䣍
法
第
六
十
条
第
二
項

第
二
号
に
係
る
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
で
䣍
そ
の
利
用
目
的
及
び
記
録
範
囲
䥹
条
例
第
三
条
第
一
項

第
四
号
に
規
定
す
る
記
録
範
囲
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
が
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

に
係
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
に
係
る
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
の
利
用
目
的
及
び
記
録
範
囲
の

範
囲
内
で
あ
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

䥹
氏
名
が
開
示
の
対
象
と
な
ら
な
い
警
察
職
員
䥺 

第
三
条 

条
例
第
四
条
の
規
則
で
定
め
る
警
察
職
員
は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
䣎 

 

一 

警
部
補
以
下
の
階
級
に
あ
る
警
察
官 

 

二 

前
号
の
階
級
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
警
察
官
以
外
の
職
員 

 
 

 

附 

則 

 

䥹
施
行
期
日
䥺 

１ 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

䥹
経
過
措
置
䥺 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
る
条
例
個
人
情
報
フ
䣴
イ
ル
に
つ
い
て
の
第

二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
䣍
同
項
中
䣓
直
ち
に
䣔
と
あ
る
の
は
䣍
䣓
こ
の
規
則
の
施
行

後
遅
滞
な
く
䣔
と
す
る
䣎 

  

千
葉
県
庁
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
千
葉
県
規
則
第
十
三
号 

 
 

 
千
葉
県
庁
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
庁
議
規
則
䥹
昭
和
四
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
十
七
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
三
項
中
䣓
䣍
政
策
調
整
担
当
部
長
䣔
を
削
り
䣍
䣓
政
策
調
整
・
観
光
担
当
部
長
䣔
を
䣓
地
域

産
業
推
進
・
観
光
担
当
部
長
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 



 
 

 

四 
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職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
四
号 

 
 

 

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
䥹
昭
和
三
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
七
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
一
号
中
䣓
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
䣔
を
䣓
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

䣓
健
康
危
機
対
策
監 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ
ど
も
家
庭
対
策
監
䣔 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
五
号 

 
 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
䥹
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
䣎 

 

別
表
第
二
中
第
百
十
五
号
及
び
第
百
十
六
号
を
削
り
䣍
第
百
十
四
号
の
二
を
第
百
十
六
号
と
し
䣍
第
百

十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
䣎 

 

百
十
五 

行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
の
利
用
に
係
る
手
数
料
䥹
公
営
企
業
管
理
者
と
の
行
政
機
関
等

匿
名
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
の
締
結
に
係
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
六
号 

 
 

 

千
葉
県
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
行
政
文
書
管
理
規
則
䥹
平
成
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
䣎 

 

第
二
条
第
四
号
ロ
中
䣓
千
葉
県
情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
施
設
及
び
同
項
第
三
号
の
電

磁
的
記
録
を
定
め
る
規
則
䣔
を
䣓
千
葉
県
情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
施
設
を
定
め
る
規

則
䣔
に
䣍
䣓
䣎
以
下
䣓
施
設
及
び
電
磁
的
記
録
を
定
め
る
規
則
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
二
条
に
䣔
を
䣓
䥺
に
䣔

に
改
め
䣍
同
号
ハ
を
削
る
䣎 

 

第
十
二
条
第
四
項
第
二
号
中
䣓
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
䥹
平
成
五
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
䥺
䣔
を

䣓
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
䥺
䣔
に
䣍
䣓
利
用
停
止
等
請
求
䣔

を
䣓
利
用
停
止
請
求
䣔
に
䣍
䣓
同
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
䣍
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第

一
項
䣔
を
䣓
同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
四
号
䣍
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百
二
条
第
一
項
䣔
に
改
め

る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

䥹
施
行
期
日
䥺 

１ 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

䥹
経
過
措
置
䥺 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
䥹
以
下
䣓
施
行
日
䣔
と
い
う
䣎
䥺
前
に
千
葉
県
行
政
文
書
管
理
規
則
䥹
以
下

䣓
規
則
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員
䥹
以
下
䣓
職
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺
が
職
務
上
作

成
し
た
同
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
で
あ
䣬
て
䣍
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
同
条
第
一

号
に
規
定
す
る
本
庁
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
出
先
機
関
が
保
有
し
て
い
る
も
の
䥹
改
正
前
の
規

則
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
は
䣍
改
正
後
の
規
則
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
行

政
文
書
に
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
䣎 

３ 

施
行
日
前
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
䥹
令
和
四
年
千
葉
県
条
例
第
三
十
七
号
䥺

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
䥹
平
成
五
年
千
葉
県
条
例
第
一

号
䥺
に
基
づ
く
開
示
請
求
䣍
訂
正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
が
あ
䣬
た
改
正
前
の
規
則
第
二
条
第
四

号
に
規
定
す
る
行
政
文
書
を
含
む
規
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
簿
冊
等
に
つ
い
て
は
䣍
改

正
後
の
規
則
第
十
二
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
䣎 

  

知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
䥹
平
成
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
十
一
号
䥺
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
一
条
中
䣓
千
葉
県
情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
施
設
及
び
同
項
第
三
号
の
電
磁
的
記
録

を
定
め
る
規
則
䣔
を
䣓
千
葉
県
情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
施
設
を
定
め
る
規
則
䣔
に
改
め

る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

第
四
条
第
一
項
の
表
中
䣓
健
康
危
機
対
策
監
䣔
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
䣎 



  

五 
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知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
等
に
関
す
る
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
八
号 

 
 

 

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
等
に
関
す
る
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
等
を
廃
止
す
る

規
則 

 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
則
は
䣍
廃
止
す
る
䣎 

 

一 

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
等
に
関
す
る
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
䥹
平
成
五
年
千

葉
県
規
則
第
七
十
二
号
䥺 

 

二 

事
業
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
䥹
平
成
五
年
千

葉
県
規
則
第
七
十
三
号
䥺 

 

三 

千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
条
第
三
号
の
記
述
等
並
び
に
同
条
第
五
号
ロ
の
施
設
及
び
同
号

ハ
の
電
磁
的
記
録
を
定
め
る
規
則
䥹
平
成
十
七
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
四
号
䥺 

 

四 

千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
七
条
第
二
号
ハ
の
警
察
職
員
を
定
め
る
規
則
䥹
平
成
十
七
年
千

葉
県
規
則
第
六
十
五
号
䥺 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
百
六
十
一
号 

 

次
に
掲
げ
る
告
示
は
䣍
廃
止
す
る
䣎 

 

な
お
䣍
こ
の
告
示
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

一 

平
成
五
年
千
葉
県
告
示
第
八
百
二
十
七
号
䥹
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
口
頭
に
よ
る
開

示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
䥺 

二 

平
成
八
年
千
葉
県
告
示
第
千
三
十
号
䥹
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
口
頭
に
よ
る
開
示
請

求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
䥺 

三 

平
成
十
二
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
七
十
五
号
䥹
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
口
頭
に
よ
る

開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
䥺 

四 

平
成
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
十
五
号
䥹
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
法
人
の
指
定
䥺 

五 

平
成
二
十
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号
䥹
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
口
頭
に
よ
る

開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
䥺 

六 

平
成
二
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
八
十
四
号
䥹
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
口
頭
に
よ
る
開

示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
䥺 

七 

平
成
二
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
三
十
号
䥹
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
口
頭
に
よ
る

開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
䥺 

八 

平
成
二
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
䥹
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
口
頭
に
よ

る
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
䥺 

九 

平
成
二
十
八
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号
䥹
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
口
頭
に
よ

る
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
䥺 

訓

令 

 

千
葉
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
䥹
昭
和
四
十
六
年
千
葉
県
訓
令
第
七
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
䣎 

 

別
表
第
一
成
田
国
際
空
港
の
建
設
に
伴
う
現
地
調
査
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
䣓
空
港
地
域

振
興
課
䣔
を
䣓
空
港
地
域
共
生
課
䣔
に
改
め
䣍
同
表
環
境
衛
生
監
視
業
務
又
は
廃
棄
物
処
理
施
設
の
検
査

業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
䣓
廃
棄
物
指
導
課
䣔
の
下
に
䣓
䣍
ヤ
䤀
ド
・
残
土
対
策
課
䣔
を
加
え
䣍

同
表
ヤ
䤀
ド
の
検
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
及
び
土
砂
等
又
は
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
検
査
業
務
に

従
事
す
る
職
員
の
項
中
䣓
廃
棄
物
指
導
課
䣔
を
䣓
ヤ
䤀
ド
・
残
土
対
策
課
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

別
表
第
二
成
田
国
際
空
港
の
建
設
に
伴
う
現
地
調
査
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
䣓
空
港
地
域

振
興
課
䣔
を
䣓
空
港
地
域
共
生
課
䣔
に
改
め
䣍
同
表
ヤ
䤀
ド
の
検
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
及
び
土

砂
等
又
は
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
検
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
䣓
廃
棄
物
指
導
課
䣔
を
䣓
ヤ
䤀

ド
・
残
土
対
策
課
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 号外第３０号 令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 
 

 
 

千
葉
県
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
千
葉
県
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
䥹
昭
和
五
十
三
年
千
葉
県
訓
令
第
十
八
号
の
二
䥺
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
一
号
中
䣓
第
七
号
䣍
第
八
号
及
び
第
十
六
号
䣔
を
䣓
第
六
号
及
び
第
七
号
䣔
に
䣍
䣓
本
条

中
䣔
を
䣓
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
䣔
に
改
め
䣍
同
条
中
第
三
号
の
二
及
び
第
四
号
を
削
り
䣍
第
三
号
を
第

四
号
と
し
䣍
第
二
号
の
二
を
第
三
号
と
し
䣍
第
五
号
を
削
り
䣍
第
六
号
を
第
五
号
と
し
䣍
第
七
号
を
第
六

号
と
し
䣍
第
八
号
を
第
七
号
と
し
䣍
同
条
第
九
号
中
䣓
䥹
以
下
䣓
単
純
労
務
職
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺
䣔
を
削

り
䣍
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
䣍
同
条
中
第
十
号
を
削
り
䣍
第
十
一
号
を
第
九
号
と
し
䣍
第
十
二
号
か
ら

第
十
八
号
ま
で
を
削
り
䣍
第
十
九
号
を
第
十
号
と
し
䣍
第
十
九
号
の
二
か
ら
第
十
九
号
の
十
二
ま
で
を
削

り
䣍
第
二
十
号
を
第
十
一
号
と
し
䣍
同
条
第
二
十
一
号
中
䣓
法
第
二
十
八
条
䣔
を
䣓
地
方
公
務
員
法
䥹
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
䣎
以
下
䣓
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の

二
第
一
項
本
文
䣔
に
改
め
䣍
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
䣍
同
条
中
第
二
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
䣍
第

二
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
䣍
第
二
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
䣍
第
二
十
五
号
を
削
り
䣍
第
二
十
六
号
を

第
十
六
号
と
し
䣍
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
を
削
る
䣎 

 

第
五
条
中
䣓
別
表
に
䣔
を
䣓
総
務
部
人
事
課
長
が
別
に
䣔
に
改
め
䣍
䣓
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
䣔
を
削

り
䣍
同
条
た
だ
し
書
を
削
る
䣎 

 

別
表
を
削
る
䣎 

 

別
記
第
一
号
様
式
中
䣓 

 
 

 
 

 
 

 
 

䣔
を
䣓 

 
 

䣔
に
䣍
䣓 

 
 

䣔
を 

䣓 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
職
員
服
務
規
程
䥹
平
成
十
七
年
千
葉
県
訓
令
第
五
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
十
六
号
中
䣓
健
康
危
機
対
策
監
䣔
の
下
に
䣓
䣍
こ
ど
も
家
庭
対
策
監
䣔
を
加
え
る
䣎 

 

第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
䣓
定
年
退
職
䣔
を
䣓
退
職
䣔
に
䣍
䣓
地
方
公
務
員
法
䥹
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号
䥺
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
䣔
を
䣓
職
員
の
定

年
等
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
五
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
䥺
第
十
三
条
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
䣓
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
䣔
を
䣓
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
䣔

に
改
め
る
䣎 

 

第
十
一
条
中
䣓
地
方
公
務
員
法
䣔
の
下
に
䣓
䥹
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
䥺
䣔
を
加
え

る
䣎 

 

別
記
第
三
号
様
式
䥹
そ
の
二 

所
属
長
用
䥺
䥹
表
䥺
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

                                 

転
職

、
兼

務
、

兼
職

等
 

 
兼

務
等

 
 

別
表

に
 

 

総
務

部
人

事
課

長
が

別
に

 
 



  

七 

令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第３０号 

千葉県○ ○ 

児童相談所長 

 

○○支所 用 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

䥹
施
行
期
日
䥺 

１ 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

䥹
経
過
措
置
䥺 

２ 

退
職
に
引
き
続
き
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
䥹
令
和
四
年
千

葉
県
条
例
第
二
十
七
号
䣎
以
下
䣓
令
和
四
年
改
正
条
例
䣔
と
い
う
䣎
䥺
附
則
第
七
項
䣍
第
八
項
䣍
第
十

五
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
場
合
は
䣍
改
正
後
の
千
葉
県
職
員
服
務
規
程
䥹
以
下

䣓
新
訓
令
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
退
職
に
引
き
続
き
職
員
の
定
年
等
に

関
す
る
条
例
䥹
昭
和
五
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
䥺
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
場
合
と

み
な
し
て
䣍
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
䣎 

３ 

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
千
葉
県
職
員
服
務
規
程
䥹
以
下
䣓
旧
訓
令
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
履
歴
書
は
䣍
新
訓
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作

成
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
䣎 

４ 

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
䣍
新
訓
令
第

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
䣍
同
項
の
規
定
を
適
用
す

る
䣎 

５ 

こ
の
訓
令
の
施
行
前
に
䣍
旧
訓
令
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
䣍
こ
の
訓
令
の
施
行
後
に
お
い

て
も
䣍
当
分
の
間
䣍
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

  

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
䥹
昭
和
六
十
一
年
千
葉
県
訓
令
第
十
三
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
䣎 

 

第
二
条
第
七
号
中
䣓
又
は
䣔
を
䣓
䣍
こ
ど
も
家
庭
対
策
監
又
は
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

別
表
第
一
所
長
印
の
項
市
川
児
童
相
談
所
船
橋
支
所
専
用
の
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

市
川
児
童
相

談
所
船
橋
支

所
・
柏
児
童

相
談
所
柏
末

広
支
所
専
用 

 

方
二
十
ミ
リ

メ
䤀
ト
ル 

市
川
児
童
相
談
所
船

橋
支
所
長 

柏
児
童
相
談
所
柏
末

広
支
所
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣓 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣔 

 

䣓 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
䣍
同
表
環
境
生
活
部
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣔 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
（

そ
の

二
 

所
属

長
用

）
 

 
（

表
）

 

 
履
 
 
 
歴
 
 
 
書
 

 
 

 

（
写

真
添

付
欄

）
縦
4
0ｍ

ｍ
 

横
3
0
ｍ
ｍ
 

履
歴
書

作
成

上
の

注
意
 

○
ペ

ン
書
 

○
か

い
書
 

○
算

用
数

字
 

○
該

当
欄

は
○

印
 

○
学

歴
は

小
学

校
、

義
務

教
育

学
校

の
前

期
課

程
又

は
特

別
支

援
学

校
の

小
学

部
か

ら
 

ふりがな 

氏名 

 
 

 

 
年
 

月
改

姓
 
 

 

 
年
 

月
改

姓
 
 

 

生
年

月
日
  

性
 

別
 

男
・
女

 
 

 

本籍地 

都
道

府
県

 

 

都
道

府
県

 
年

 
月

転
籍

 

現住所 

 
最
寄

駅
 
 
 
 
 
駅
 

電
話

 
 

 
 

 
 

番
 

 
 

 
年

 
 
月

転
居
 
最
寄

駅
 
 
 
 
 
駅
 

電
話

 
 

 
 

 
 

番
 

 
 

 
年

 
 
月

転
居
 
最
寄

駅
 
 
 
 
 
駅
 

電
話

 
 

 
 

 
 

番
 

 
 

年
 

 
月

転
居
 
最
寄

駅
 
 
 
 
 
駅
 

電
話

 
 

 
 

 
 

番
 

 
 

学歴 

学
校

・
学

部
科

名
 

修
学

期
間
 
卒

業
、
修

了
、

中
退

、
合

格
の

別
 

 
 

 
か

ら
 

年
 

月
 

ま
で

 
年

 
月

 
第
 

 
学

年
 

 
 

 
年
 

月
 

年
 
月

 
第
 

 
学

年
 

 
 

 
年
 

月
 

年
 
月

 
第
 

 
学

年
 

 
 

 
年
 

月
 

年
 
月

 
第
 

 
学

年
 

 
 

 
年
 

月
 

年
 
月

 
第
 

 
学

年
 

 
 

資格・免許 

年
月

日
 

種
類
 

番
号

 
授

与
権

者
 

研修 

区
分

 
期

間
 

実
施

機
関
 
 

氏名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

賞罰 

年
月

日
 

賞
罰

事
項

 
賞

罰
機

関
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

転退職 

退
職

手
当

 
 

 
円

 
 

年
 

月
 
日
裁

定
 

採用 

試
験

合
格
 

年
月

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

理
由
 
 

試
験

職
種
 
 

そ
の

他
 
 

割
愛
・

出
向
 

 
 

千
葉

県
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

空
港
地
域
振
興
課 

空 
 

別
表
第
二
総
合
企
画
部
の
項
中 

成
田
空
港
政
策
課 

空
政 

空
港
地
域
共
生
課 

空
共 
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項
廃
棄
物
指
導
課
の
目
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
䣎 

ヤ
䤀
ド
・
残
土
対
策
課 

ヤ 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
職
員
健
康
管
理
規
程
䥹
昭
和
四
十
一
年
千
葉
県
訓
令
第
九
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
䣎 

 

第
三
十
条
第
一
項
中
䣓
総
務
部
総
務
課
長
䣔
を
䣓
総
務
部
人
事
課
長
䣔
に
䣍
䣓
䣓
総
務
課
長
䣔
を

䣓
䣓
人
事
課
長
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
三
十
一
条
䣍
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
五
条
中
䣓
総
務
課
長
䣔
を
䣓
人
事
課
長
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
䣍
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

                

                                    

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

二
四
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 
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葉 
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購
読
申
込
先 
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